
  

 

貸 借 対 照 表 

（2022 年９月 30 日現在） 

（単位：千円） 

科   目 金   額 科   目  金   額 

 （ 資 産 の 部 ）      （ 負 債 の 部 ）      

 流 動 資 産  380,357   流 動 負 債   227,288  

   現 金 及 び 預 金  304,891     買 掛 金   7,723  

   売掛金及び契約資産  60,119     短 期 借 入 金   95,000  

   仕 掛 品  3,291     1 年内返済予定の長期借入金  34,188  

   貯 蔵 品  526     未 払 金   37,252  

   未 収 入 金
 

 
3,257

 
    未 払 費 用   14,371  

   前 払 費 用  8,161     契 約 負 債   10,120  

   そ の 他  110     資 産 除 去 債 務   3,550  

 固 定 資 産  94,880     未 払 法 人 税 等   3,790  

  有 形 固 定 資 産  6,750     未 払 消 費 税 等   17,595  

   建 物 附 属 設 備  5,001     そ の 他   3,696  

   車 両 運 搬 具  0   固 定 負 債   199,481  

   工 具 器 具 備 品  1,748     長 期 借 入 金   198,822  

  無 形 固 定 資 産  65,735     資 産 除 去 債 務   597  

   ソ フ ト ウ エ ア  48,683     繰 延 税 金 負 債   62  

   商 標 権  1,138   負 債 合 計   426,769  

   ソフトウエア仮勘定  5,007   （ 純 資 産 の 部 ）      

   そ の 他  10,906   株 主 資 本   47,183  

  投 資 そ の 他 の 資 産  22,395    資   本   金   159,600  

   長 期 前 払 費 用  2,863    資 本 剰 余 金   150,000  

   差 入 保 証 金  19,530     資 本 準 備 金   150,000  

   出 資 金  1    利 益 剰 余 金   △262,416  

          その他利益剰余金   △262,416  

           繰越利益剰余金   △262,416  

          （うち当期純損失）  ( 59,551 ) 

        新 株 予 約 権    1,285  

        純 資 産 合 計   48,469  

 資 産 合 計  475,238   負 債 純 資 産 合 計   475,238  

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 



  

個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 (1) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、平成 10 年４月１日以降取得した建物(建物附属

設備を除く。)並びに平成 28年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物につい

ては定額法を採用しています。 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物附属設備   ８年～15年 

工具器具備品   ４年～15年 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社開発のソフトウエアについては、利用可能期間（５年）、社外購入のソフ

トウエアについては、利用可能期間（５年）に基づいております。 
 

 (2) 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸 

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており 

ます。なお、当事業年度末までの貸倒実績がないため、一般債権に係る貸倒実績率を零とし 

ております。 

 

 (3) 収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び 

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま 

す。 

   ①バリアバリューソリューション 

情報保障を提供する「ミライロ・コネクト」や障害者モニター調査サービス「ミライ

ロ・リサーチ」などは、顧客への当該サービスの提供を履行義務として識別しておりま

す。当該履行義務は、顧客が当該サービスを検収した時点で履行義務が充足されるた

め、当該時点で収益を認識しております。 

     また、デジタル障害者手帳「ミライロＩＤ」における「ミライロクーポン」やミライ 

ロハウスへの出展料などは、契約に基づく期間に応じて履行義務が充足されるため、当 

該サービスの提供期間にわたり収益を認識しております。 

 

②ユニバーサルマナー研修及び検定 

 ユニバーサルマナー研修及び検定は、顧客へのユニバーサルマナー研修又は検定の実 

施を履行義務として識別しております。当該履行義務は、当該研修又は検定を提供した 

時点又は顧客が検収した時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識して 

おります。 

 

 


